
 

 

大口町指定介護保険事業所等の指導及び監査に係る身分証明書交付要

綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第２３条の規定に基づき、関係職員が町長の命により法第７８条の７第１項、第

８３条第１項、第１１５条の７第１項、第１１５条の１７第１項、第１１５条の

２７第１項及び第１１５条の４５の７第１項に規定する質問及び検査を行う場合

並びに法第１１５条の３３第１項の規定に基づき、サービス事業者等の業務管理

体制の整備に関する検査を行う場合携帯すべき身分を示す証明書（以下「身分証

明書」という。）について、その交付及び保管等の基本的な事項を定めることによ

り、介護保険事業所等に係る指導及び監査の適正な実施を図ることを目的とする。 

（身分証明書の所管課） 

第２条 身分証明書の交付等に係る事務については、健康福祉部長寿ふくし課が所

管する。 

（身分証明書の交付） 

第３条 町長は、第１条に規定する質問及び検査を行う事務を担当する職員（以下

「担当職員」という。）に身分証明書を交付するとともに、身分証明書交付者名簿

（様式第１）に必要事項を記載するものとする。 

（身分証明書の様式） 

第４条 身分証明書の様式は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１６５条の４の規定等に基づき、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 法第７８条の７第２項、第８３条第２項、第１１５条の７第２項、第１１５

条の２７第２項及び第１１５条の４５の７第２項において準用する法第２４条

第３項の規定により携帯すべき証明書（様式第２） 

(2) 法第１１５条の３３第５項において準用する法第２４条第３項の規定により

携帯すべき証明書（様式第３） 

（身分証明書の携帯） 



 

 

第５条 担当職員は、第１条に規定する質問及び検査を行う場合において、身分証

明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。 

（貸与又は譲渡の禁止） 

第６条 担当職員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

（身分証明書の保管） 

第７条 担当職員は、身分証明書について、適正な保管に努めなければならない。 

２ 担当職員は、身分証明書を紛失又は破損した場合は、町長に対して速やかに届

け出なければならない。 

（身分証明書の再交付） 

第８条 町長は、前条第２項の届出を受けた場合は、身分証明書交付者名簿に必要

事項を記載し、当該担当職員に対して身分証明書を再交付するものとする。 

（記載事項の変更） 

第９条 担当職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じた場合は、町長に対して

身分証明書を添えて速やかに届け出なければならない。 

（身分証明書の返還） 

第１０条 町長は、身分証明書の交付を受けた職員が担当職員でなくなったときは、

速やかに身分証明書を返納させ、身分証明書交付者名簿に必要事項を記載するも

のとする。 

（その他必要事項） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則（令和３年３月２６日 大口町訓令第６号） 

この訓令は、告示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月２８日 大口町訓令第１０号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１（第３条関係） 
 

身分証明書交付者名簿 

交付番号 交付年月日 交付者氏名 確認 第４条の 
適  用 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第２（第４条関係） 
（表面） 

（報告等） 
第百十五条の七  都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護

予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

（以下この項において「指定介護予防サービス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは

提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者

であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防サービス事業者の

当該指定に係る事業所、事務所その他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿

書類その他の物件を検査させることができる。 
２ （省略） 
（報告等） 
第百十五条の十七  市町村長は、地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密

着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業

所の従業者であった者（以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等」という。）に対し、報

告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所

の従業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対

して質問させ、若しくは当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定地域

密着型介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることが

できる。 
２ （省略） 
（報告等） 
第百十五条の二十七  市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業

者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定介護予防支援事業者であっ

た者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に

係る事業所の従業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して

質問させ、若しくは当該指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定介護予防支援の事業に関

係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
２ （省略） 
 

第二百九条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一  （省略） 
二  第四十二条第四項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第四項、第四十九条第三項、第五十四条

第四項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第四項、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、

第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の

二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚

偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 
三 （省略） 

介護保険検査証 
 

第七十八条の七、 
第八十三条、第九十条、 

第百十五条の七、第百十五条の十七、 
第百十五条の二十七・第二百九条関係 

 
（裏面） 

 
 
 
第    号 
 
 

年  月  日交付 
 
 

大口町長 印 
 
 
 

職  名 
 

氏  名 
 
 
 

介護保険法（抄） 
（報告等） 
第七十八条の七  市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地

域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所

の従業者であった者（以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という。）に対し、報

告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業

所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者

に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指

定地域密着型サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。 
2 （省略） 
（報告等） 
第八十三条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指

定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において

「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、

指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であっ

た者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者

の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書

類その他の物件を検査させることができる。 
 
 
 
 
 

 



様式第３（第４条関係） 
（表面） 

 

第二百九条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一  （省略） 
二  第四十二条第四項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第四項、第四十九条第三項、第五十四条

第四項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第四項、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、

第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の

二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚

偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 
三 （省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険検査証 
 

（第百十五条の三十三・第二百九条関係） 

 
（裏面） 

 
 
 
第    号 
 
 

年  月  日交付 
 
 

大口町長 印 
 
 
 

職  名 
 
 

氏  名 
 
 

介護保険法（抄） 
（報告等） 
第百十五条の三十三  前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護

サービス事業者（同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定によ

る届出を行った介護サービス事業者を除く。）における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に

関して必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若

しくは提示を命じ、当該介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出頭を

求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事

業所若しくは当該指定若しくは許可に係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある

場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
２ （省略） 
３ （省略） 
４ （省略） 
５ （省略） 
 
 

 


